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◼ 『強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律』

の成立により、調整交付金交付業務などの業務が、 2022年４月から本機関の業務となること既報

のとおり。

◼ 本日は、その準備状況について報告させていただきたい。

１．業務移行の準備状況について

項 目
2021年度 2022年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ４ 5 ６ 7 8 9 10

イベント

業
務
／
シ
ス
テ
ム

FIT業務移管
(GIO⇒OCCTO）

FIP/廃棄等積立
(OCCTO設計・開発)

会
計
他

財務会計システム
口座開設
区分経理、監査 等

▼第3回
運営委

▼FIT・FIP
業務開始

▼廃棄等積立開始

移管方針合意形成

システム移管計画 システム移管

業務
設計

財務・ITDD

法務DD

内部統制運用設計・業務マニュアル作成他

システム開発・改修システム開発・改修

▼1期運開 ▼2期
運開

要件定義・入札

システム
設計

納品・テスト

金融機関選定

ガバナンス強化策検討

口座開設

委託・準備

▼第4回
運営委

▼第5回
運営委

2022/2/1
再エネ・国際部

発足

＜再エネ関連新規業務の準備状況＞

▼第7回
運営委

▼第6回
運営委

事業譲渡契約

業務委託
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◼ GIOにおいてFIT制度の運用を担当する一部の職員について、2022年度から2024年度にかけて、順

次出向・転籍により受入れることで制度運用のノウハウを継承するとともに、当座の人員を確保予定。

◼ 当初２年程度の制度移行時期においては、円滑な業務運営の観点からGIO他への業務委託を実

施予定（なお、2023年度、1名、2024年度、3名のＧＩＯ職員の転籍受入を予定）。

◼ 転籍職員の雇用条件等については、承継計画に基づき、就業や処遇に関する事項等を引継ぎ。

２．業務の執行体制

監査室

紛争解決対応室

総務部 企画部 計画部 再生可能エネルギー・国際部

理事会（役員）

会計室 広域運用センター

政策調整室

運用部

• バックオフィス業務全般 • 調整力・慣性力・供給力確
保の在り方検討

• 各種電源市場の制度設計

• 容量市場の運用

• 設備側に求めるルールの検討

• 電力ネットワークのあるべき姿
の検討・策定

• 経済分析・費用対効果分析

• 早期系統連係を実現する系
統利用ルールの整備

• 供給力確保・需給検証

• 需給計画取りまとめ

• 需給ひっ迫対応

• 連系線管理、作業、停止計
画調整

• 広域システムの開発・保守

《広域運用センター》

• 需給及び系統の状況の監
視・管理

• 再エネ賦課金徴収

• FIT交付金交付・管理

• FIP交付金交付・管理

• 太陽光パネル廃棄積立・管理

情報システム室

事務局

＜機関内体制図＞
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◼ FIT関連システム( 部分)は、2022年4月の移管に向けて準備完了。

◼ FIP/廃棄等積立関連システム( 部分)は、2022年7月運用開始に向けて計画どおり構築中。

３．システム関係
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◼ 先月の第７回運営委員会において、余裕金等の運用方針につき議論いただいたところ。

◼ 当該議論を踏まえ、次年度運用方針については次年度評議員会及び総会にてご議論頂きたいと考

えている。

◼ なお、次年度評議員会及び総会開催までの間は、理事会で議決した暫定運用方針にて実施する。

４．資金関係（1/2）

（出典：第７回運営
委員会(2/25)資料３
より抜粋）



5４．資金関係（2/2） 暫定運用について

◼ GＩＯが現在行っている資金運用は、当月交付予定の交付金額に一定の裕度を設定した金額を

交付金原資として普通預金に預け、残る金額を譲渡性預金で運用している。

◼ 本機関としての運用方針が決まるまでの間は、GＩＯの取扱い（運用方針）を踏襲する

（２０２２年３月１８日開催 第３３９回理事会で決定） 。

4月 5月 6月 7月3月

運用開始
GIOの取扱い
（運用方針）

踏襲

GIOの取扱い
（運用方針）

踏襲

GIOの取扱い
（運用方針）

踏襲
GIO運用

▼総会（予）▼第339回理事会 ▼評議員会（予）

ＧＩＯの対応 本機関としての暫定対応 本機関運用方針に基づく対応

2021年度 2022年度
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○ 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（抜粋）

（費用負担調整機関の権利及び義務の承継）

第７条 この法律の施行の際現に費用負担調整機関が有する権利及び義務であって、旧再生可能エネルギー電気特措

法第５５条第２項に規定する業務に係るものは、この法律の施行の時において、権利及び義務の承継に関し必要な

事項を定めた計画において定めるところに従い、新電気事業法第２８条の４に規定する広域的運営推進機関が承継す

る。

２ 前項の計画は、費用負担調整機関が、政令で定める基準に従って作成しなければならない。

○ 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政
令の整備及び経過措置に関する政令（抜粋）

（費用負担調整機関の権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画の作成基準）

第２条 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（以下この条に

おいて「改正法」という。）附則第７条第１項の権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画は、改正法の

施行の時において現に改正法第３条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法（平成２３年法律第１０８号。以下この条において「旧法」という。）第５５条第１項の指定を受けた

費用負担調整機関が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。

一 旧法第５５条第２項に規定する業務に係る一切の権利及び義務は、改正法第２条の規定による改正後の電気

事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２８条の４に規定する広域的運営推進機関（次号において「推進

機関」という。）が承継するものとすること。

二 旧法第５５条第２項に規定する業務に係る権利及び義務の推進機関への円滑な承継に支障を生じさせないよう

配慮されたものであること。

（参考）関連規程類（1/2）
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○ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（旧法）

（費用負担調整機関の指定等）

第55条 （第１項略）

２ 調整機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 小売電気事業者等から納付金を徴収し、その管理を行うこと。

二 電気事業者に対し交付金を交付すること。

三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

○ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（新法）

（入札の実施等）

第７条 経済産業大臣は、前条の規定により再生可能エネルギー発電事業計画を提出した者のうち、当該再生可能エネ

ルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められる者に対しては入札に参加することができる旨

を、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められない者に対しては入札

に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。

（第２項～第９項略）

１０ 経済産業大臣は、推進機関に、入札の実施に関する業務（以下「入札業務」という。）を行わせるものとする。


